
福島第一原子力発電所事故にかかる当社原子力発電所の対応状況

○東北地方太平洋沖地震を受け、福井県知事ならびに地元からのご要請を受け、福井県内１１基の原子力発電所の「止める」「冷やす」「閉じ込める」の
安全上重要な機能が健全であることを確認

○福島第一原子力発電所で発生した事象の詳細内容が分かり次第、
ソフト面やハード面を含めた対策を講じることとしながら、速やかに
対策についての検討を開始 （右記は対策の例）

Ｈ２３年３月１１日午後２時４６分頃発生したマグニチュード９．０の巨大な地震とその後に発生した高さ約１４mの巨大津波により、福島原子力第一発電所では、全交流電源の喪失とともに、炉心を冷やす冷却機能を喪失した結果、
屋外へ放射性物質が飛散する大事故に進展し、現在も炉心冷却ならびに放射性排水の漏出防止等の対応が継続されている。

○Ｈ２３年４月２日の福井県知事からのご要請※５を受け、原子力発電所の安全性向上対策の実行計画を策定し、福井県に報告。
○実行計画については、津波が発生した場合においても、電源、炉心冷却機能、使用済燃料ピット冷却機能を確保するために、直ちに講じるべき対策を緊急対策として取りまとめるとともに、より一層の信頼性向上のための
中長期的な対策もあわせて策定。

事象の概要

当社の対応状況

Ｈ２３年３月１５日 東北地方太平洋沖地震を受けて

Ｈ２３年４月８日 福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全性向上対策の実行計画の策定

○Ｈ２３年３月２０日に、福井県知事から、今回の事故に鑑みた設備面での安全対策の充実と、現在定期検査中のプラントや、今後定期検査に入るプラントについて、今までの点検に加えて今回の事故を踏まえた特別な点検を行うようご要請をいただき、鋭意取り組んでいるところ。
こうした取組みの一環として、右記を実施。

Ｈ２３年３月２８日 当社原子力発電所にかかる取り組み状況

○Ｈ２３年３月３０日付の経済産業大臣からの福島第一原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策の実施指示、および「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」（実用炉規則）の改正を踏まえ、保安規定※３の変更認可を申請

○東北地方太平洋沖地震について、全社一丸となって復興支援に取り組むとともに、地震等による

大規模災害に備えた当社電力設備に関する対策の高度化および総合的な防災対策に万全を

期すため、本店に社長を議長とする 「東日本大震災復興支援・ 総合対策推進会議」を設置

Ｈ２３年３月１５日 東日本大震災復興支援・総合対策推進会議※１の設置

Ｈ２３年４月４日 当社原子力発電所の保安規定の変更認可申請

実行計画の詳細は

別紙１参照

実行計画の詳細は

別紙１参照

○Ｈ２３月３月３０日の経済産業大臣からの福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策の実施指示を受けて、津波により３つの機能を喪失したとしても、炉心損傷及び使用済燃料の損傷を防止し、放射性物質の放出を抑制しつつ、原子炉施設の冷却機能の回復を

図るための緊急安全対策について直ちに取り組んでいる状況を、経済産業大臣に報告。

◆津波による３つの機能喪失時の対応シナリオの策定

Ｈ２３年３月３０日付 経済産業大臣からの緊急安全対策の実施指示内容に照らし、津波により３つの機能（交流電源を供給する全ての設備の機能、海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備の機能及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備の機能）を喪失した場合
において、炉心損傷や使用済燃料の損傷を防止し、放射性物質の放出を抑制しつつ、冷却機能の回復を図るため、①電源車による電源応急復旧、②蒸気発生器への給水確保、③使用済燃料ピットへの給水確保の対応を行うこととし、これらの対応を具体的に実現するための
シナリオを策定した。 シナリオの策定にあたっては、現場での適用検討を経るなど、ＰＤＣＡを廻しながら手順として確定した。

◆緊急安全対策の実施状況

策定した対応シナリオにより、経済産業省から示された以下の①～⑥の項目の指示内容に照らしたうえで、直ちに講じるべき対策を緊急安全対策として、以下の通り取り組んだ。

①緊急点検の実施 → 策定したシナリオ実現のために必要となる資機材や設備についての点検を行った。

②緊急時対応計画の点検および訓練の実施 → 策定したシナリオ実現のための緊急時対応計画として、体制、役割分担、要員配置、手順、訓練、資機材等について定めた社内ルールを策定した。

③緊急時の電源確保 → 電源車および電源ケーブルを配置し、津波の影響を受けない場所に保管。

④緊急時の最終的な除熱機能の確保 → 消防ポンプおよび消火ホースを配置し、津波の影響を受けない場所に保管。

⑤緊急時の使用済燃料貯蔵槽の冷却確保 → 消防ポンプおよび消火ホースを配置し、津波の影響を受けない場所に保管。

⑥各原子力発電所における構造等を踏まえた当面必要となる対応策の実施 → 建屋の水密性向上

◆原子炉施設保安規定の変更 （Ｈ２３年４月４日申請済）

◆緊急安全対策のさらなる充実

より一層の信頼性の向上を図るため、経済産業省より示された上記③～⑥の項目については、緊急安全対策に加えた取組みを行う。

◆今後の対応

報告した対策については、これまでに判明している知見に基づいたものであり、引き続き、情報収集、分析を行ない、事故の全体像の解明が進み、事故シーケンスの分析や評価が行われた後には、抜本的対策を適切に講じていく。

Ｈ２３年４月１４日 福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策に係る実施状況の報告

※２： シビアアクシデント：原子力発電所の安全設計における想定を
大幅に超える事象で、炉心損傷に至るような過酷事故のこと。

※１： 発足当初の名称は、東北地方太平洋沖地震復興支援・総合対策推進会議としたが、
Ｈ２３年４月１日より、東日本大震災復興支援・総合対策推進会議に改称。

【保安規定の変更概要】 電源機能等喪失時※４の体制の整備に関する措置として、要員の配置、訓練、電源車や消防ポンプ、消火ホースなどの資機材の配備に関する計画の策定、計画に基づく活動の実施、および活動に関する定期的な評価を行うことを
新たに保安規定に記載。 ※３： 保安規定：「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（原子炉等規制法）に基づき、原子力発電所の運転の際に実施すべき事項などを事業者が定めたもの

※４： 電源機能等喪失時：津波により交流電源を供給する全ての設備、海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備、および使用済燃料ピットを冷却する全ての設備の機能が喪失した場合

・非常用ディーゼル発電機以外に、可搬式による空冷式非常用発電機の設置
・海水ポンプの津波対策の強化 ・海水ポンプの予備として可搬式ディーゼル駆動ポンプの設置
・外部電源喪失を想定したアクシデントマネジメント訓練の強化

※５： 福島第一原子力発電所事故を踏まえ、福井県が福井県内の３事業者に対し、県内原子力発電所の安全対策にかかる実行計画を策定するように要請。

○原子力安全・保安院から、緊急安全対策の妥当性や有効性を確保する観点から、以下の追加検討の指示があり、当社はその指示事項を踏まえた対応を新たに追加し、実施状況報告書改訂版として、経済産業大臣に提出。
１．全交流電源喪失時のプラント冷却方法について、緊急安全対策のさらなる充実として、高温停止状態から低温停止状態までの対応方策を検討し、それらの実現に向けた今後の対応計画を示すこと。
２．全交流電源喪失時の際に電源車からの供給を想定する機器の電源容量が原子炉の状態監視等に必要な機器の容量を満たしていることを示すこと。また、電源車の発電に必要な燃料の貯蔵量及び供給方法も示すこと。
３．使用済み燃料ピット及び蒸気発生器に係る緊急冷却に必要な冷却水量が崩壊熱等から発生する熱量等に対し十分な水量を供給できるものであることを示すこと。
４．美浜１号機および美浜２号機の電源車の保管場所について、より津波の影響を受けにくい場所への変更を検討すること。併せて、そのための対応手順を見直し、その妥当性について検証すること。

Ｈ２３年４月２７日 福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策に係る実施状況報告書（改訂版）の提出

○Ｈ２３年４月４日の保安規定変更認可申請の後、Ｈ２３年４月７日に宮城県沖で発生した地震に伴い、他電力の運転停止中の原子力発電所において、外部電源が喪失し、非常用ディーゼル発電機が起動したものの、トラブルにより停止したという 事象が発生。
当社は、この事象を受けたＨ２３年４月９日付の原子力安全・保安院の指示を踏まえ、経済産業大臣に保安規定の変更認可申請を実施。

Ｈ２３年４月２０日 当社原子力発電所の保安規定の変更認可申請

【保安規定の変更概要】 定期検査中等の冷温停止状態※６および燃料交換時においては、これまで原子炉ごとに非常用ディーゼル発電機１台以上が動作可能であることを定めていたが、使用済燃料ピットに使用済燃料を貯蔵する場合も含め、２台が動作可能であることに変更する。
※６．冷温停止状態： 原子炉に燃料が装荷された状態で、原子炉の一次冷却材の温度が、９３℃以下の場合

・緊急時の電源確保の観点から、既に配備している３台に加えて、新たに１９台の電源車を若狭地域に配備（合計２２台）
・原子力事業本部に部長クラスを１名、各発電所に副所長クラスを１名、新たに配置し、シビアアクシデント※２に対する体制を強化

③緊急時の電源確保
ａ．非常用発電機代替設備の配置
ｂ．海水供給用可搬式ポンプの配置
ｃ．送電線の強化

④緊急時の最終的な除熱機能の確保
ａ．タンク間の配管改造
ｂ．純水タンク、淡水タンク周りの防護壁設置

⑤緊急時の使用済燃料貯蔵槽の冷却確保
ａ．使用済燃料ピット冷却機能の強化

⑥各原子力発電所における構造等を踏まえた当面必要となる対応策の実施
ａ．津波の衝撃力緩和対策
ｂ．安全上重要な設備の冠水防止対策
ｃ．海水ポンプの津波対策強化

○Ｈ２３年４月１４日ならびに２７日に当社が提出した福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策に係る実施状況報告書について、原子力安全・保安院にて厳格な確認が行われた結果、適切に実施されているものとの判断がなされた。
また今後、５月中に実施するとした建屋の浸水対策や、中長期対策としての海水ポンプ等の予備品確保や大容量非常用発電機の設置、津波に対する防護措置についても実施状況を厳格に確認されていくことが示された。

○Ｈ２３年４月４日に申請を行った保安規定変更内容についても認可がなされた。 また、Ｈ２３年５月１１日に、Ｈ２３年４月２０日に申請を行った保安規定変更内容について認可がなされた。

Ｈ２３年５月６日 緊急安全対策の実施状況の確認および保安規定変更の認可、 Ｈ２３年５月１１日 保安規定変更の認可

○Ｈ２３年４月１５日付の原子力安全・保安院からの原子力発電所の外部電源信頼性確保の指示を受けて、原子力発電所の外部電源の供給信頼性について分析、評価を行い、その結果を踏まえ、必要な対策を検討し、原子力安全･保安院に報告書を提出。

①電力系統の供給信頼性についての分析及び評価と対策 ②複数の電源線に接続されている全ての送電回線の各号機への接続 ③電源線の送電鉄塔の耐震性、基礎の安定性等に関する評価と補強対策 ④原子力発電所の開閉所等電気設備の浸水対策

Ｈ２３年５月１６日 原子力発電所の外部電源の信頼性確保に係る報告書の提出



（１）津波により全交流電源、炉心冷却機能、使用済燃料ピット冷却機能の３つの機能全てを喪失したことが、事故の拡大をもたらした直接的な要因と考えられるため、
その機能確保のための対策を策定

（２）津波発生時３つの機能確保のために、直ちに講じるべき対策を緊急対策として策定。この緊急対策により炉心、使用済燃料損傷は防止可能と判断するが
一層の信頼性向上のため、多重性、多様性拡充対策として応急対策を策定

（３）今後も情報収集、分析を継続し、新たな知見が得られた場合は、迅速かつ的確に対策を追加反映
（４）上記達成のため最優先に資源を投入するとともに、当社発電所の地域的特性を踏まえた対策についても鋭意検討

福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全性向上対策の実行計画

実行計画
策定方針

実行計画
策定方針

別紙１

緊急対策の概要と実施時期 応急対策の概要と実施時期

設備面での対策(①～⑤)および運用面での対策(⑥)により、津波による全交流電源、炉心冷却機能、使用済燃料ピット冷
却機能が喪失する状況にあっても、原子炉の冷却や使用済燃料の損傷防止を確実にする

緊急対策により原子炉の冷却と使用済燃料の損傷防止を確実にするが、以下の対策により、
一層の安全性向上のため多重性、多様性を図る

地震発生により原子炉自動停止

地震・津波の影響により非常用電源喪失
（送電線、非常用発電機の機能喪失）

炉心冷却機能
の喪失

放射性物質
の放出

【止める】

【冷やす】

【閉じ込める】

使用済燃料ピット
の水位低下
(温度上昇)

東日本大震災に伴う
福島第一原子力発電所の状況

東日本大震災に伴う
福島第一原子力発電所の状況

東日本大震災に起因する福島第一原子力発電所事故について、現在判明している知見に基づき、できる限りの安全性向上対策を可及的速やかに実施する。


